
１ 総合計画と行政評価について
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（１） 総合計画とは
・市民と行政の共通の目標として、まちづくりを進める上で根幹となる計画であり、
様々な計画の中で最上位に位置づけられる計画です。
・令和元年6月に、第五次多摩市総合計画 第３期基本計画がスタートしました。

第３期基本計画
令和元年度からの10年間

【部門別計画】
「多摩市みどりと環境基本計画」……

【個別計画】
「多摩市地球温暖化対策実行計画」……

基本構想
平成23年度からの概ね20年間
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１ 総合計画と行政評価について

第１章：まちづくりの基本理念

第２章：将来都市像「みんなが笑顔 いのちにぎわうまち多摩」

第３章：目指すまちの姿（６つ）

● 基盤となる考え方 「健幸まちづくりのさらなる推進」

⇒３つの重点課題

① 超高齢社会への挑戦

② 若者世代・子育て世代が幸せに暮らせるまちの基盤づくり

③ 市民・地域と行政との新たな協働のしくみづくり

…重点課題は、18の全庁横断的な視点のもとで、

各施策に反映させながら、取組を推進していきます。

● 政策（13）

● 施策（38）

総
合
計
画
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１ 総合計画と行政評価について
(２) 「健幸まちづくりのさらなる推進」と「3つの重点課題・18の重点課題解決に向けた視点」

第２期基本計画

健幸都市(スマート
ウェルネスシティ)
多摩の創造

市民がデザインする
まち・多摩の創造

発信！未来へつなぐ
まち・多摩

「３つの取り組みの方向性」

1. 3.2.

＜重点課題解決に向けた視点＞

・介護予防・フレイル（虚弱）予防

のさらなる充実

・だれもが安心して外出することが

できるための交通体系・交通環境

の充実 など

基盤となる考え方 ＝ 健幸まちづくりのさらなる推進

＜３つの重点課題＞

＜重点課題解決に向けた視点＞

・支援を必要とする子ども・若者へ

のサポート・体制づくり

・駅周辺の再整備・再構築によるま

ちの個性と魅力の創造

など

＜重点課題解決に向けた視点＞

・地域活動を市が後押しするための

しくみづくり

・多様性を尊重し、誰もがいきいき

と活躍できるまちづくりの推進

など

第３期基本計画

重点化
継承

超高齢社会への挑戦1. 3.2.
若者世代・子育て世代
が幸せに暮らせる
まちの基盤づくり

市民・地域と行政
との新たな協働の
しくみづくり

継承

対応
今後の課題

★高齢化の進行

超高齢社会への対応

★人口減少・少子化

定住促進、まちの活性化

★地域課題の複雑化

地域コミュニティの希薄化

対応 対応

健幸まちづくりを
さらに推進していくことを、
計画の基盤となる考え方

として位置づけ、
３つの重点課題に

注力して取り組みます。



基盤となる考え方 ＝ 健幸まちづくりのさらなる推進

重
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題
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１ 総合計画と行政評価について

＜重点課題１＞
超高齢社会への挑戦

＜重点課題２＞
若者世代・子育て世代が

幸せに暮らせるまちの基盤づくり

＜重点課題３＞
市民・地域と行政との
新たな協働のしくみづくり

① だれもがいきいきと生活できるための健康づく
り活動の支援

① 子育てがしやすいと思える保育・教育環境
の充実

① 地域活動を市が後押しするためのしくみづく
り

② 介護予防・フレイル(虚弱)予防のさらなる充
実

② 市独自の子ども・子育て支援や教育の推
進

② だれもが地域活動に参画できる環境整備

③ 地域医療・介護体制を支える仕組みづくり
③ 支援を必要とする子ども・若者へのサポー
ト・体制づくり

③ 「だれもが支え手」の地域づくり

④ 高齢者の居場所づくりと地域における支援体
制の充実

④ 子育て世代にもやさしい都市基盤の維持・
向上

④ 地域防災・防犯活動を通じた結びつきの
強化

⑤ だれもが安心して外出することができるための
交通体系・交通環境の充実

⑤ 駅周辺の再整備・再構築によるまちの個性
と魅力の創出

⑤ 多様性を尊重し、だれもがいきいきと活躍
できるまちづくりの推進

⑥ だれもが安心して住み続けられるための住み
替え・居住支援

⑥ 多様な働き方を実現するための環境整備 ⑥ 現役世代の声を地域に活かすしくみづくり

(２) 「健幸まちづくりのさらなる推進」と「3つの重点課題・18の重点課題解決に向けた視点」

●「重点課題」は全庁横断的な18の視点のもとで各施策に反映させながら、取組を推進してい
きます。あわせて、評価・予算との連動として、毎年の行政評価や新規レベルアップ事業の評
価基準等でも使用していきます。



３ 現在の多摩市の取組状況について
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基盤となる考え方 ＝ 健幸まちづくりのさらなる推進
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１ 本日、評価いただく取組について

＜重点課題１＞
超高齢社会への挑戦

＜重点課題２＞
若者世代・子育て世代が

幸せに暮らせるまちの基盤づくり

＜重点課題３＞
市民・地域と行政との
新たな協働のしくみづくり

① だれもがいきいきと生活できるための健康づくり
活動の支援

① 子育てがしやすいと思える保育・教育環境の
充実

① 地域活動を市が後押しするためのしくみづくり

② 介護予防・フレイル(虚弱)予防のさらなる充実 ② 市独自の子ども・子育て支援や教育の推進 ② だれもが地域活動に参画できる環境整備

③ 地域医療・介護体制を支える仕組みづくり
③ 支援を必要とする子ども・若者へのサポート・
体制づくり

③ 「だれもが支え手」の地域づくり

④ 高齢者の居場所づくりと地域における支援体
制の充実

④ 子育て世代にもやさしい都市基盤の維持・向
上

④ 地域防災・防犯活動を通じた結びつきの強
化

⑤ だれもが安心して外出することができるための交
通体系・交通環境の充実

⑤ 駅周辺の再整備・再構築によるまちの個性と
魅力の創出

⑤ 多様性を尊重し、だれもがいきいきと活躍で
きるまちづくりの推進

⑥ だれもが安心して住み続けられるための住み替
え・居住支援

⑥ 多様な働き方を実現するための環境整備 ⑥ 現役世代の声を地域に活かすしくみづくり

(１) 本日評価いただくのは、先ほど説明した重点課題解決に向けた視点のうち、下表の赤部分になります。



２ 市の内部での評価について

市の内部評価では、
左の「進捗評価シート」
を用いて、１８の視点ご
とに、各施策を評価して
います！

次ページ以降、今回評価
いただく防災・防犯の分
野の「進捗評価シート」
の内容を説明します！



(1)市民の防災意識の向上と自主防災組織の活性化

（施策E1-1）

３ 地域防災・防犯活動を通じた結びつきの強化について

総合計画の中では、今回評価いただく「地域防災・防犯活動を通じた結び
つきの強化」のために、主に次の(1)(2)を重点的な取組に掲げています。

(2)市民の防犯意識の向上と自主防犯活動の支援

（施策E1-2）



(1)市民の防災意識の向上と自主防災組織の活性化（施策E1-1）

３ 地域防災・防犯活動を通じた結びつきの強化について

地域防災力の強化を図り「共助」の力を高めることで、

災害等に強いまちづくりを目指します。

・市民一人ひとりが自ら行う防災活動への支援

・地域防災力の要である「自主防災組織」の活動の充実

「防災連絡協議会」の設立



(1)市民の防災意識の向上と自主防災組織の活性化（施策E1-1）

３ 地域防災・防犯活動を通じた結びつきの強化について

・地域に対し、自主防災組織結成の啓発の実施

・自主防災組織の結成に対し、助成金を支給

・自主防災組織の結成に対し、資器材を支給

・合同訓練を実施した自主防災組織に「防災連絡協議会」の啓発

⇒地域で支えあう仕組みづくりの基盤をつくった

令和２年度の取組と成果

施策の成果指標
基準値 実績値

平成
29年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

目標値
(令和4年度)

目標値
(令和10年)

自主防災組織の
組織数

177 180 181 192 210



３ 地域防災・防犯活動を通じた結びつきの強化について

(2)市民の防犯意識の向上と自主防犯活動の支援（施策E1-2）

地域における防犯活動を推進します。

• 防犯行事への市民参加を促し、一人ひとりの防犯意識の向上を図ります。

• 共助の精神を大事にした自主的な防犯活動に対し、防犯用品の貸与を充
実します。



３ 地域防災・防犯活動を通じた結びつきの強化について

・多摩中央警察、多摩稲城防犯協会と連携を図り、犯罪発生件数の抑制

に努めた

令和２年度の取組と成果

施策の成果指標
基準値 実績値

平成
29年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

目標値
(令和4年度)

目標値
(令和10年)

犯罪発生件数（暦年） 993 723 568 980 960

(2)市民の防犯意識の向上と自主防犯活動の支援（施策E1-2）



(1)市民の防災意識の向上と自主防災組織の活性化（施策E1-1）

３ 地域防災・防犯活動を通じた結びつきの強化について

令和２年度 未達の取組等について

(2)市民の防犯意識の向上及び自主防犯活動の支援（施策E1-2）

・平成30年度に自主防災組織の合併及び解散があった。

・令和２年度の結成数が1組織であった

⇒令和4年度、令和10年度の目標値への遅れが生じている

・「多摩市安全安心ネットワーク」の団体登録と防犯情報メールの

登録者の目標を達成することができなかった。



・地域における防災訓練や会議などの活動機会が大幅に減少した。

３ 地域防災・防犯活動を通じた結びつきの強化について

新型コロナウイルス感染症の影響について

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた年度であり、

対面式の手法によるものなどは中止や延期、内容変更などの対応を余儀なくされました。

今回評価いただく視点に関わるものは、以下のとおりです。

⇒出初式など、消防団の活動をＰＲするための行事が中止となるなど、

消防力確保のための機会が減少してしまった。

⇒合同訓練などでの炊き出し訓練等、飲食を伴う訓練は、実施することが

困難だったことから、今後の訓練内容を見直す必要がある。



(1)市民の防災意識の向上と自主防災組織の活性化（施策E1-1）

３ 地域防災・防犯活動を通じた結びつきの強化について

目標達成に向けた今後の課題・取組

(2)市民の防犯意識の向上と自主防犯活動の支援（施策E1-2）

・自主防災組織への補助内容などの見直し

・リモートによる訓練実施の検討

市民の地域活動の活性化

・「多摩市安全安心ネットワーク」の団体登録と防犯情報メールの

登録者を増加させる。

市民の防犯意識の向上



３ 地域防災・防犯活動を通じた結びつきの強化について

目標達成に向けた今後の課題

(2)市民の防犯意識の向上と自主防犯活動の支援（施策E1-2）

・特殊詐欺対策として、防災行政無線及びパトロール車両による

注意喚起を行う。

多摩市民から被害者を出さないよう努める



３ 地域防災・防犯活動を通じた結びつきの強化について

例えば・・・

オレオレ詐欺など特殊詐欺対策
として、自動通話録音機を無料
で貸し出し！

防災無線やパトロール車両を
使用し、それぞれの地域に
合った啓発を実施！


